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平成 28 年度 自治会懇談会（松川第 2 仮設住宅） 

 

○日 時：平成 29 年 1 月 31 日（火） 18：30～20：00 

○場 所：松川第２仮設住宅 集会所 

○出席者：31 人 

 

○質疑応答 

1 息子が郡山にマンションを購入し一緒

に暮らすのだが、飯舘の家も手放した

くない。両方を行き来したいと思って

いる。この場合、おかえりなさい補助

金はどうなるのか。 

①仮設を空ける、②息子のところにい

る、③飯舘には 1 週間の半分くらいい

る。そういった仮設から移ったという

形を取っていただきたい。また、二重

住民票が認められている間はどこに住

んでも構わない。税も医療費も同じ扱

い。法的に認められなくなったとき、

生活基盤のある場所に住所を決めなけ

ればならない。 

2 村に帰ったら、野菜は自分で作りたい。

いま村で、あちらこちらで試験栽培を

しているようだが、作物の放射線量は

分かっているのか。 

放射線量はほとんど出ていない。来年

からは栽培して食べられるようになる

と思う。ただし、販売する場合は検査

を受けなければならない。人にあげる

のも注意が必要である。 

3 自宅をリフォームするつもりだが、母

屋を取り壊す人が先だといわれた。 

母屋を壊して新築する人を優先して進

めている。リフォームする人にやむを

得ない事情があるならば、条件につい

て役場と相談すれば、少し早く取りか

かってもらえるかもしれない。 

4 今度、壁沢団地に引っ越す。 壁沢団地は村から一番近い復興公営住

宅なので特に要望して、80 戸のうち 60

戸を飯舘村がもらうことになった。川

俣には、きつつきの会があるので、そ

こに入っていただくこともできる。 

5 村にすぐに帰るという人はどのくらい

いるのか、村は把握しているのか。 

 

 

 

 

まったく予想は立てられない。強制的

にするものでもない。投げやりと聞こ

えるかもしれないが、お任せするしか

ない。ここでは無理かもしれないが、

他の自治会では一人ひとり方向を語っ

てもらっている。 
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村に戻るつもりの人が、村に帰ってか

ら戻ってくる人があまりに少ないと、

こんなはずではなかったと失望してし

まうことが心配。多くの人が集まれる

場所を用意してほしい。自分たちの力

で孤立しない取り組みができるとい

い。人の力に頼っていては村づくりが

できない。自分たちで村をつくるんだ

と思わせる施策を考えてほしい。年寄

りはしていただくことをありがたいと

思うだろうが、元気な人は村に帰って

やれることをやりましょうと。年寄り

が自分たちの力で一緒にやっていこう

という気分を盛り上げてほしい。 

見守り隊などによる安否確認のほか、

郵便局やＮＴＴなどのボランティアが

村内を巡回する申し出などがある。集

まれる場所については、集会所の立て

直しの補助事業がある。各地域で検討

してもらっている。村民が集まれる催

しとして、春に千昌夫を呼ぶ機会を考

えている。デイサービスは働く人がい

ないため困っている。北海道や九州か

ら応援に来てくれている。他から応援

に来てくれる人の宿舎を村は３棟購入

した。モデル事業としてミニデイサー

ビスを予定している。 

 

6 自分で伐採した居久根の処分は。 本来、居久根の伐採は除染の対象では

なかった。防風林であり家を新築する

際の材にするもので、めったに切るも

のではないのだが、線量が高いために

これからの生活のために切らざるを得

なかった。約 20,000 本を環境省が切っ

たが、所有権は持ち主にあるという事

になっているため片づけられていな

い。しかしそうも言っていられないの

で、森林組合に依頼して危険のあると

ころから片づけ始めている。その置場

も村有地へ持ち込んでいるが、農地利

用の許可は一度に 3 反までという制限

があり難航している。 

 


